
◆第二章 教育目標達成への取組 

４ 最適な教育環境の整備                             

 取組方針  
学校・家庭・地域社会の連携や教員の働き方改革を進めながら、子どもたちが安全に安心して学ぶこ

とのできる最適な教育環境を整備するため、以下の取組を推進します。 

 

（１）地域社会と連携した教育環境の整備 

 学校規模の適正化や校区の見直し、弾力化を進めるとともに、地域の実態に応じた学校運営ができる

よう、家庭や地域との連携による授業や体験活動、学校行事などを行い、開かれた学校づくりを進めま

す。 

 また、地域の行事への参加を通して地域との交流や連携を深め、子どもたちのふるさとへの理解や誇

りを育みます。 

 

①学校規模の適正化 

  ■学校規模適正化 

教育委員会では、本市における小中学校の規模及び配置のあり方について基本的な考え方を

整理し、今後の適正化に向けた具体的な方策等を示した「熊本市学校規模適正化基本方針」を

平成２６年６月に策定し、子どもたちにとって良好な教育環境の整備の充実に取り組んでいる。 

複式学級のある学校への対応として、平成２９年４月に、松尾東小学校、松尾西小学校、松

尾北小学校を隣接する小島小学校への統合し、続く平成３０年４月に河内白浜分校を本校であ

る河内小学校へ統合を行った。また、大規模校の対応として、託麻中学校の校区内に隣接校の

出水南中学校へ通学を選択できる緩衝地区の設定を行った。 

 

 ②学校・地域連携の推進 

（ア）地域人材の活用 

   学校・地域が連携協力して、地域ぐるみで子どもを育てるため、地域の人材を積極的に取り入れ、

地域に開かれた学校づくりを推進するとともに、地域の実情に応じた特色ある教育活動を展開する。 

 

■学校支援ボランティアの活用 

  地域と協働した学校づくりを進めるため、地域の人々が様々な分野で学校と関わり、学校を支援

する学校支援ボランティア制度を、平成１２年度から開始し活動を展開している。 

  平成１６年度からは、各学校が必要とするボランティアを校区の方々から募集・登録する新たな

制度を構築し、地域人材を学校支援ボランティアとして活用することで、特色ある教育活動及び地

域に開かれた学校づくりを推進している。また総合的な学習の時間に学校支援ボランティアをゲス

トティーチャーとして招き、子どもたちの生きる知識、技能及び文化を伝えている。 

   平成１８年度からは、地域に開かれた特色ある幼稚園づくりが推進されるよう、制度の対象を市

立幼稚園にも広げた。 

＜学校支援ボランティア活動延べ人数＞ 

   平成２７年度 ３９，４３７人（１１，５３０人） 

   平成２８年度 ３８，８９２人（１０，０９１人） 

   平成２９年度 ４０，３８３人（１２，４５６人） 

   平成３０年度 ４１，４３７人（１０，７６０人） 

   令和元年度  ３７，８６３人（ ８，７１４人） 

  ※（  ）内は総合的な学習の時間における活用延べ人数 
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◆第二章 教育目標達成への取組 

（イ）学校評議員制度の推進  

  学校（幼稚園）が地域の信頼に応えながら、地域に開かれた特色ある学校（幼稚園）づくりを推

進するため、校（幼稚園）長が学校（園）運営に関し、学校評議員の方々を通じて、学校外から広

く意見を聴き、保護者や地域住民等の意見を把握、反映し、連携協力して、学校（幼稚園）運営や

教育活動等を行っている。 

 

■学校評議員の設置状況  ※令和元年（２０１９年）６月１日現在 

  平成１３年度から試行的に導入し、平成１５年度からは全小中高校に拡充し、平成１６年度には、

全幼稚園にも導入した。 

○令和２年度委嘱者数 ６４０人（１校（園）平均４．４人） 

   ・校種別 小学校 ４１６人  中学校 １７４人  幼稚園 ２６人 さくら支援学校5人 

  高等学校 １９人（うち特別支援学校高等部 ５人） 

   ・性別 男性 ３６６人（５７．２％）、女性 ２７４人（４２．８％） 

   ・年齢 

 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合 計 

人 数 0人 0人 8人 122人 149人 229人 124人 8人 640人 

比 率 0.0% 0.0% 1.2% 19.1% 23.3% 35.8% 19.4% 1.2% 100％ 

・職種等 

 保護者 
自治会等 

関係者 

企 業 

関係者 

社会福祉施設 

・団体関係者 

社会教育 

団体関係者 
学識経験者 その他 合 計 

人 数 30人 118人 9人 159人 35人 27人 262人 640人 

比 率 4.8% 18.4% 1.4% 24.8% 5.5% 4.2% 40.9% 100％ 

 

（ウ）学校教育活動の公開 

地域に開かれた、地域とともに歩む学校づくりを推進するために、学校の教育方針や教育活動を

積極的に公開する。 

 

■学校評価 

○学校評価の趣旨 

・学校評価は、学校の実態や課題を明らかにし、学校運営の改善を図るためのものである。教

育目標をもとに具体的な手だてや指標を示した学校経営・運営ビジョンを掲げ、学校が自ら

の取組を評価し改善につなげるための、評価項目を設定する。各学校の学校評価の効果的な

活用を促すことによって、学校・園の自主・自立的経営の推進を図り、更なる熊本市立の学

校・園の資質向上を図る。 

・熊本市教育振興基本計画[教育大綱]を効果的に進めるためには、施策の達成状況を客観的に

検証し、そこで明らかになった結果をもとに、計画の改善を図ることが必要である。実施計

画に基づいた学校評価（共通項目）の結果の整理・分析を教育委員会が効率的に行い、結果

を効果的に活用する。 

 

   ○具体的な取組 

・平成１８年度から全小中学校で、平成２０年度からは全幼稚園において、共通の評価項目の

もと、学校評価を実施した。 

・各学校（園）の評価活動については、次の①～③の流れで行う。 
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◆第二章 教育目標達成への取組 

①保護者、児童生徒、教職員によるアンケートをもとに学校が自己評価を行う。 

②自己評価の結果をもとに学校評議員が学校関係者評価を行う。 

③自己評価及び学校関係者評価の結果を踏まえて、各学校が学校経営や諸教育活動の改善

を行う。また、評価結果の効果的な公表を行い、開かれた学校づくりを進める。 

 

   ○評価項目 

 

  ■幼・保、小、中、高（特別支援学校を含む）の連携の推進 

協調性や思いやりの心を育むとともに、教育内容や児童生徒の相互理解を深めるために、学校・

園間の連携や交流を推進する。 

○「幼小中連携の日」における交流 

同一校区内の幼稚園・保育所・小学校・中学校がそれぞれの教育活動や地域内の子どもたちの

実情について理解を深める場として、平成１１年度から学期に１回「幼小中連携の日」を設定し、

学校（園）間の連携を推進している。 

各学校（園）において、教員の相互授業参観や交換授業、情報交換会、研修会、子ども同士の

交流活動、就学前幼児の小学校体験入学など、様々な取組を実施している。 

また、小中連携カリキュラムの作成に活用できるよう、先進的な取組を整理し、平成３０年度

に「小中連携カリキュラム【熊本市スタンダード】」を作成し、熊本市ホームページに掲載して

いる。 

令和元年度に、「小中連携カリキュラム」を各校区（１つの中学校に関係小学校からすべて進

学する校区）で作成した。 

※令和２年度 

  １学期：新型コロナウイルス感染蔓延防止のため中止 

  ２学期：各校区の実態に応じて実施   

３学期：１月２０日（各校区の実態に応じて実施） 

 

■教育広報誌等の発行 

○教育広報誌「with you ウィズ・ユー」 

平成１５年度から、教育委員会の取組や子どもたちの体験活動に関する情報を広く周知するた

め、教育広報誌として年１～２回発行し、市立幼稚園の園児及び小中学校の児童生徒をもつ全家

庭、公民館等に配布している。令和元年度（２０１９年度）からは冊子の発行を止め、年４回程

度電子データを市ホームページに掲載している。 

 

 

 

小中学校 ○道徳・心の教育の充実    ○いじめや問題への対応  ○学校の支援体制 

○一人一人の児童生徒の尊重  ○友達への思いやり    ○意欲的な学習態度 

○ＩＣＴ活用         ○授業力向上       ○児童生徒理解 

○健康づくり         ○施設・設備の安全管理  ○安全と事故防止 

○教育方針・目標の理解    ○家庭や地域との連携協力 

幼稚園 ○道徳・心の教育の充実    ○いじめや問題への対応  ○幼稚園の支援体制 

○一人一人の園児の尊重    ○友達への思いやり    ○意欲的な活動 

○遊びや生活の充実      ○児童生徒理解      ○健康づくり 

○施設・設備の安全管理    ○安全と事故防止    

○教育方針・目標の理解    ○家庭や地域との連携協力 
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◆第二章 教育目標達成への取組 

③まちづくりとの連携と郷土学習の推進 

  熊本の歴史や人々について学ぶ郷土学習を推進するとともに、地域の行事への参加を通して地域と

の交流や連携を深め、子どもたちのふるさとへの理解や誇りを育みます。 
 

■郷土学習の推進 
  総合的な学習の時間や社会科の学習等を通して、「熊本城学習」の推進や外部講師を活用した授

業の推進など、地域に学ぶ体験的な学習の充実を図っている。また、『郷土読本「夢の実現を～ふ

るさとくまもとの人々～」』は、旧富合町・城南町・植木町の人材・史跡・資料館等を含めた改訂

版を平成２４年７月に配布（小学校のみ）し、道徳教育熊本市郷土読み物資料「未来を拓く～輝く

熊本市の心～」と併せて、活用の充実をさらに図っている。 
 

■総合的な学習の時間の推進 
各学校が実態に応じて目標や学習内容を定め、横断的・ 
総合的な学習や探究的な学習を通して、生きる力を育成 
する時間である。 
総合的な学習の時間の内容充実を図るため、授業づくり 
や教材開発に関する研修会等を開催している。 
また、授業研究会における先進的な取組の周知や、実践 
事例集の活用指導等によって、市全体の学習内容の質的 
向上を図っている。 

 
 
令和元年度小学校における総合的な学習の時間のテーマ 
 学習内容 
学年 

国際 
理解 情報 環境 福祉・健

康 
伝統・文

化 
児童の興

味・関心 
職業 
生き方 平和 地域 その他 

小３年 10 40 25 16 35 25 11 0 79 5 

小４年 13 37 39 71 14 19 44 0 44 3 

小５年 7 40 86 19 10 13 23 2 45 7 

小６年 20 38 12 14 23 12 56 82 36 6 

学校総数９２校 
令和元年度中学校における総合的な学習の時間のテーマ 
学習内容 

学年 
国際 
理解 情報 環境 福祉・健

康 
伝統・文

化 
生徒の興

味・関心 
職業 
生き方 平和 地域 その他 

中１年 1 16 20 17 21 22 32 1 33 2 

中２年 3 19 7 13 27 19 43 10 28 3 

中３年 4 16 10 16 13 19 35 2 21 7 

学校総数４２校 
 
令和元年度「外部講師の活用」（報償費活用のみ） 

小学校 中学校 合計 

1,292人（実施学校 85校） 397人（実施学校 40校） 1,689人（実施学校 125校） 

総合的な学習の時間の活動 
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◆第二章 教育目標達成への取組 

（２）働き方改革の推進 

質の高い人材の確保・育成を進めるほか、学校におけるマネジメント力を強化するための新任管理

職を中心とした研修プログラムや、校務支援の充実を図るなど 効果的・効率的な学校運営を推進し、

教員がゆとりを持って子どもと向き合える環境を整備します。 

 

■学校教育コンシェルジュ 

平成２８年７月から学校教育コンシェルジュを設置し、４名の専門スタッフが学校教育に関する

あらゆる相談に応じている。必要に応じて、学校や家庭など現場に出向く。 

・対  象  保護者等 

・相談方法  電話、メール、面談 

・設置箇所  こどもセンター「あいぱる くまもと」２階：教育相談室内 

・相談時間  月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 午前１０時～午後６時 

・連 絡 先  【電話】096-362-7171  【電子メール】7171con@city.kumamoto.kumamoto.jp 

＜対応状況＞ 

 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

相談件数 262件 270件 245件 211件 

相談対応回数 967回 1,201回 1,093回 1237回 

    

相談項目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

学校不信・不満、教職員との関係 96件 154件 123件 103件 

不登校、登校しぶり 51件 33件 35件 41件 

発達障がい等に関すること 23件 22件 16件 9件 

いじめに関すること 15件 15件 10件 5件 

その他 77件 46件 61件 53件 

 

■学級支援員 

  教育活動に支援を要する園・学校に、幼児児童生徒の安全確保、学習環境の改善を図るため、担

任の補助となる学級支援員を配置している。 

＜学級支援員数の推移（各年度１学期）＞ ※教育活動サポーターを含む 

 

 

■中学校教頭教科非常勤講師派遣 

  中学校において、教頭の授業の持ち時間をなくし、教頭本来の職務に従事させるため、平成１９

年度から全ての中学校に１名の非常勤講師を配置している。 

 

■学校改革！教員の時間創造プログラム 

   平成２８年度に文部科学省が実施した教員勤務実態調査によって教員の長時間勤務の実態が明

らかになり、平成２９年８月２９日、中央教育審議会初等中等教育分科会「学校における働き方改

革特別部会」において「学校現場の働き方改革に関する緊急提言」が取りまとめたことを受け、平

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

配置学校数（園・校） 134 138 137 136 138 

学級支援員（人） 131 134 134 137 140 
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◆第二章 教育目標達成への取組 

成２９年１０月に「学校改革！教員の時間創造プロジェクト」を立ち上げ、平成３０年３月「学校

改革！教員の時間創造プログラム」を策定した。 

令和元年１２月に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法が改正され、

その後、令和２年１月１７日に文部科学大臣により「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理そ

の他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべ

き措置に関する指針」が定められた。これを受けて、令和２年３月に、関連条例の改正及び規則の

制定を行い、上限方針等を具体的に明記した。本プログラムについても、３つ目の目標として、正

規の勤務時間外の在校等時間の上限を月４５時間、年３６０時間を追加し、教職員の健康と命を守

るための取組をさらに強化した。 

取組の成果として、長時間勤務は徐々に縮減傾向にあるが、今後も更なる学校の業務改善や教職

員の意識改革を行い、新しい時代に対応した持続可能な学校運営を推進していくために、２期目の

時間創造プログラム策定に向け、検討を行っている。 

 

  ＜主な取組＞ 

 〇留守番応答電話の導入 

    外部からの問い合わせに備えた対応等を理由に時間外勤務をすることがないよう、業務終了後

は留守番応答電話での対応とすることで、時間を意識した働き方を徹底し定時退勤を推進してい

く。 

    ・正規の勤務時間以外の時間は、留守番応答電話による対応。 

    ・留守番応答電話設定時間中における緊急時は、熊本県警察本部と各学校長等が緊密に連絡を

取れる緊急連絡体制を整備。 

 

〇給食費公会計化 

    学校現場の負担軽減を図るため、令和２年４月１日から行政による徴収及び支出管理を行う、

給食費公会計制度に移行した。 

 

〇学校徴収金システム導入 

    これまで教員が担うことが多かった学校徴収金の徴収・管理業務について、口座振替で徴収し、

各学校の口座で管理できるよう学校徴収金システムを導入し、教員の負担軽減を図る。令和元年

度からシステム開発や保護者への通知、口座登録などの準備を進め、令和２年度から学校徴収金

システムを導入した。 
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◆第二章 教育目標達成への取組 

 

＜学校改革！教員の時間創造プログラム（体系図）＞ 
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（３）安全・安心な学校づくりの推進 

  老朽化した校舎、体育館を計画的に維持改修するなど、安全で良好な学習環境の整備を進めます。 

  また、防災教育の充実や防犯対策等の強化など校内の安全対策はもとより、地域や関係機関と連携

し、通学路等の安全確保に取り組むとともに、自然災害や感染症の発生時には、子どもの安全を最優

先に対応します。 

 

 ①安全で快適な学校施設の整備 

児童生徒が安全で快適な学校生活を送り、健やかに成長するための多様な学習活動を支えるために、

教育環境の整備に努める。 

■義務教育施設の整備 

○校舎増改築 

老朽化し構造的に耐久が不足している校舎を計画的に改築するとともに、児童・生徒数の増加

等により生じたプレハブ教室を解消するため、校舎の増築を行う。 

年 度 学 校 名  面積(㎡) 新増改築理由 

平成27～28年度 画図小学校 増 築 約1,800 プレハブ教室解消 

平成30～令和元年度 託麻東小学校 増 築 約1,300 プレハブ教室解消 

令和元～2年度 田迎南小学校 増 築 約1,400 プレハブ教室解消 

 

 

 

 

（写真） 

 

 

 

 

【託麻東小学校校舎】 【画図小学校校舎】 

 

○大規模改造 

経年により通常発生する校舎・体育館等の損耗、機能低下に対する復旧措置または建物の用途

変更に伴う改修等を行い、耐震補強が必要な場合は併せて実施する。 

 

 

○体育館天井落下防止対策 

    構造の耐震化を進めることはもとより、非構造部材（天井材等）についても安全・安心を保つ

ために十分な耐震性の確保や機能維持を図る必要があり、国もその対策の重要性については指摘

している。 

    そのため、非構造部材の耐震化が必要な小中学校体育館及び中・高等学校の武道場について、

天井落下防止対策工事（天井材の撤去またはネット張りなど）を行い、平成２９年度末までに終

了した。 

   

○体育館増改築 

    建築後概ね３０年以上経過し老朽化した体育館の増改築を行うことで、ゆとりある良質な教育

環境の整備を図っている。 
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  平成２７～２８年度 出水中学校、藤園中学校 

    平成２９～３０年度 西山中学校 

    令和 元～ ２年度 二岡中学校 

 

○水泳プール改築 

建築後３０年以上経過し老朽化した水泳プールを年次計画により改築している。更衣室、便所、

倉庫等を設置し、小学校においては、低学年向けの水深が浅い小プールも整備している。 

平成２７～２８年度 二岡中学校 

令和元年度京陵中学校 

 

 

 

（写真） 

 

 

 

【二岡中学校プール】 

■校舎外壁改修 

昭和６０年以前に建設した校舎において、経年劣化による外壁のひび割れ、落下及び防水性の低

下が目立ってきた。以前から劣化部分の補修は行っていたが、抜本的な解決には至らなかった。そ

こで、平成１１年度からは予算を増額して、部分補修から外壁全面を補強する工法へと変更し、年

次計画により校舎の安全性の確保に努めている。 

 

■学校施設の耐震化に向けた取組 

新耐震設計基準（昭和５６年施行）以前

に建設された校舎及び体育館については、

耐震診断の結果、耐震化が必要な建物につ

いて補強等の工事を順次行い、平成２５年

度末までに全ての学校施設構造体の耐震

化を終了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年4月1日現在） 

■空調設備整備 

  児童・生徒の教育環境改善のため、小中学校の普通教室及び特別教室（音楽室、図書室、パソコ

ン室、理科室）と中学校の特別教室（技術室〈金工室、木工室〉、家庭科室〈調理室、被覆室〉）へ

の冷暖房設備の設置を完了した。 

 

 ■学校施設長寿命化計画の策定 

本市では、１９８０年代を中心に整備された多くの学校施設について老朽化が進行しており、近

い将来、一斉に更新の時期を迎え、多額の費用が必要となることが想定されている。 

  そのような状況の中、施設を健全に保ち、良好な環境を形成するためには、計画的に施設整備を

行うことが必要なため、平成３１年１月に「熊本市学校施設長寿命化計画」を策定した。 

  今後は、この計画に基づき、財政負担を軽減・平準化するとともに、長期的な視点をもって、施

設の更新・計画的な改修・予防保全を行っていく。 
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 ②子どもたちの安全・安心の確保 
学校内外における子どもたちの安全確保を図るため、家庭や地域及び関係機関等と連携して、子ど

もが安全に安心して過ごせる環境整備を進めるとともに、安全教育の充実を図る。 
 
■安全教育 
児童生徒が自他の生命を尊重し、日常生活全般における安全のために必要な事柄を実践的に理解

し、生涯を通じて安全な生活を送ることができるような態度や能力を養う。 
・生活安全、交通安全、災害安全の指導 
・不審者に対する指導の徹底 
・危険予測学習や実効性のある避難訓練を通して「自分の命は自分で守る」ことのできる児童生

徒の育成 
 
■こどもひなんの家 
児童生徒が不審者から声をかけられたり、追いかけられたりした場合に、助けを求めて避難でき

るよう、通学路を中心に、民家や商店等の協力を得て「こどもひなんの家」を設置している。児童

生徒への設置箇所の周知、緊急時の利用方法の指導を図る。 
・設置数  ７，４９８箇所（令和元年度末現在） 

 
■小中学校へのＡＥＤ設置 
児童生徒等の突発的な事故による突然の心停止に備えるため、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を

全小中学校に導入している。 
・導入台数   １４４台（令和元年度末現在） 

 

■学校安全対策協議会 
地域ぐるみで子どもの安全を守る取組の一つとして、各学校・園に学校、ＰＴＡ、警察、防犯協

会、交通安全協会等で構成された「学校安全対策協議会」等が設置されている。各協議会等におい

ては、地域や学校の実情に応じて、下校時間帯における地域防犯パトロールの実施や危険箇所の確

認などの活動が行われている。 

 

 ■通学路の安全点検 

   通学路の交通安全確保策を講じるため、関係機関の警察署や道路管理者等と連携し策定した『熊

本市通学路交通安全プログラム』に基づき合同安全点検を実施している。 
合同安全点検の実施については、平成２５～２８年の３年間で熊本市立小学校全校の合同安全点

検を行い、平成２９年度からは２巡目の点検を５年間に分けて実施しており、令和元年度は、学校

から提出された危険箇所を基に、９２校中２１校の合同点検を実施した。 
   また、国が策定した「登下校防犯プラン」等をもとに、警察などの関係機関と連携し、平成３０

年度に通学路の防犯点検を実施した。 
   令和元年度以降も、通学路の合同安全点検と併せて防犯点検を実施している。 
    
  ■緊急用携帯電話の配備 
   各学校（園）に、水泳の授業時における緊急連絡用として緊急連絡用携帯電話を配備している。 

その他、学校行事や校外活動などにおける事故発生時などの緊急連絡用としても活用している。 
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 ■災害安全 

  平成２６年３月に「危機管理マニュアル作成の手引き（改訂版）」を作成。熊本地震後の対応とし

て、「地震」に関する手引きを見直し、これをもとに各学校の「危機管理マニュアル」を見直すよ

う周知した。 

   また、平成２７年度から学校安全教育研修会を実施し、安全計画の作成と学習内容の明確化、系

統性を図った防災教育の推進を図るよう指導している。 

・令和元年度の学校安全教育研修会参加者  小・中・高の学校安全担当者１４４人が参加 

 

■熊本市地区学校等警察連絡協議会 

   学校などの教育機関と警察とが連携して児童生徒の問題行動等に対応することを目的に、平成 

１５年２月に発足した。熊本市内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、熊本市教育委員会

及び熊本中央警察署、熊本南警察署、熊本東警察署をもって組織されている。 

情報の共有化を図るとともに、非行防止、安全確保、健全育成に向けて継続的な活動を行ってい

る。 

 

■青少年センター活動 
○街頭指導活動 
青少年センターでは、青少年の非行・被害を未然に防止するため、教職ＯＢ、警察ＯＢ等を配

置して、中心市街地をはじめ郊外の大型商業施設や娯楽施設など少年のたまり場となりやすい場

所での街頭指導活動を行っている。また、各地域において教育委員会委嘱の熊本市青少年指導員

（２４５人 R2.5.1現在）を配置し、地域でのきめ細やかな声かけを行っている。 

【令和元年度】 街頭指導実施回数８６６回、声かけ総数３，０５４件 

 

○広報・啓発活動 

ＰＴＡ、子どもの非行防止に関心のある地域団体、自治会等を対象として、子どもたちの非行

や被害を未然に防止するため、具体的な事例を挙げながら、それぞれの対応の仕方等に関するレ

クチャーを無料で行っている。 

    

   ○有害環境の浄化活動 

    街頭指導を中心とした公園などの落書き、危険物への対応や毎年１２月に行われる『熊本市一

斉街頭指導出発式』において、未成年の喫煙や飲酒防止を呼び掛けたキャンペーンを実施してい

る。 

 

   ○関係機関・団体との連携 

    青少年指導員協議会をはじめ、警察・少年警察ボランティア、熊本市中学校生徒指導委員会、

熊本市高等学校生活指導連盟、教育委員会等の関係機関・団体との連携を強化し、地域の祭礼や

卒業式における一斉街頭指導を実施している。また、少年のたまり場になりやすい場所における

非行の未然防止のために、関係機関・団体と連携をとり、特別街頭指導を実施している。 

 

■市内全小学校への緊急警報システム整備 

不審者の侵入や事故など有事の際、児童の安全を確保するため、熊本市立小学校９２校に緊急警

報システムを整備し、学校における安全対策を強化することを目的として導入している。 

○システム概要 

    校内で緊急を要する事態が発生した場合、教職員等が、携帯型の無線端末機（子機）と職員室
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内の基地局（親機）を使って緊急通報・周知をするとともに、迅速な状況報告、指示等を行い、

即時対応、避難誘導等の強化を図る。 

ア 緊急警報機能・・・・・子機のボタンを押すだけで瞬時に緊急事態を通報できる。 

イ 校内放送機能・・・・・現場を離れることなく子機から直接校内放送ができる。 

ウ トランシーバー機能・・子機～親機間、子機～子機間で通話ができる。 

 

■市立全幼稚園への非常通報装置設置 

   不審者の侵入や事故など有事の際に、最も優先させるべき「園児の安全確保及びその生命維持」

のため、熊本市立幼稚園６園に非常通報装置を設置し、幼稚園における安全対策を強化することを

目的として導入している。 

○装置概要 

    事件発生の際、電話での１１０番通報が不可能な場合に、ボタンを押すだけであらかじめ録音

してあるメッセージを熊本県警察本部通信指令課へ流し、迅速かつ正確に事件発生箇所等を知ら

せることができる。 

 

③防災教育の推進 
子どもたちの発達の段階に応じて熊本地震での体験や教訓等を活かした防災教育を推進する。 

 

■防災教育（副読本の作成、体験型防災学習） 

平成２８年度に、各小中学校に防災教育年間指導計画（案）を配布し、それをもとに平成２９年

度から、各学校独自の年間指導計画を作成している。 

平成２９年度、この年間指導計画を実施する上で必要な資料を掲載した「熊本市防災教育副読本 

つなぐ」（小学校低・中・高、中学校の計４分冊）を作成し、平成３０年度から各小中学校で活用

している。 

併せて、道徳教育においても、平成３０年度より、熊本県教育委員会発行の「平成２８年熊本地

震関連教材」を活用している。 

令和元年度から熊本市消防局と連携し、「地域の防災リーダーの育成」というねらいのもと、熊

本市内の小学校を対象とした体験型の防災学習を実施している。主な活動内容は、①ＶＲ消火体験

などをはじめとした火災学習②地震学習③救急学習④救助学習である。 
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